
選手指定強化対策事業（成年） 実施要項 

 

１ 目 的 

成年種別において優れた競技力を有する選手を指定し、当該選手が実施する競技力向上対

策事業を支援することにより、国民スポーツ大会での上位入賞および成年種別の入賞数増大を

図る。 

     

２ 対 象 

   第 79 回国民スポーツ大会に本県代表選手として出場し、かつ上位入賞が期待できる選手と

して下記に該当する選手 

①前年の国民体育大会において入賞（１～８位）した実績を有する選手 

②直近３大会の国民体育大会や全日本選手権などの全国規模の大会で上位（１～４位）

の入賞実績を有する選手 

③上項①②と同等の競技力を有すると競技力向上対策本部が認める選手 

※新型コロナウイルスの影響により、国民体育大会が中止された年があるため、直近３大

会の実績とする。 

 

３ 期 間 

   各年度４月１日～２月末日までとする。 

   補助期間については、やむを得ない事情のある場合は別途協議する。 

 

４ 内 容 

（１）本事業の対象として指定された選手が実施する競技力向上活動における下記の対象経費

を補助する。 

（２）補助対象経費は、交通費、宿泊費、大会参加費、施設使用料、報償費、保険料、消耗品

費、備品購入費、練習環境の改善に係る経費、医科学サポート費、トップレベル選手・

チーム招聘に係る経費、その他滋賀県競技力向上対策本部が認める経費とする。 

 

５ その他 

   補助金の交付は、原則概算払いとする。 

 

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

この要項は、令和４年４月１日から施行する。 

この要項は、令和５年４月１日から施行する。 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 


